
 
 

 

概念・定義  
 

 本細分類 24の血小板減少症は原因疾患の合併症、あるいは一症状とし

て発症するもので、臨床像は個別の原因疾患による。原因疾患の除外診

断による細分類 23「免疫性血小板減少性紫斑病（ITP）」が血小板に限

定した血球減少症であるのに対して、本細分類の疾患は血小板減少のみ

ならず他の血球減少や免疫異常を伴い、出血症状に加えて個々の原因疾

患に特有な多彩な症状を呈する。 

 二次性免疫性血小板減少性紫斑病（二次性 ITP）は、免疫異常を引き起

こす原因疾患が同定される場合に診断され、しばしば慢性の経過をとる。

臨床症状は個々の基礎疾患による血液免疫異常を呈する。原因疾患とし

ては膠原病、免疫不全症、リンパ増殖性疾患、ピロリ感染、あるいは骨

髄移植後合併症などがある。 

 母子間における血小板抗原やHLA抗原に対する母親の同種抗体が経胎

盤的に児に移行する新生児同種免疫性血小板減少症や ITP 合併母体の出

生児では一過性の血小板減少症が生じる。 

告示 
番号 19 血液疾患  

疾病名 18 に掲げるもののほか、血小板減少性紫斑病  

 

23 に掲げるもののほか、血小板減少性紫斑病  
 

そのた、けっしょうばんげんしょうせいしはんびょう 
 

 
 また、小児においては非免疫学的病態を有する原因疾患が血小板減少

症を引き起こすこともしばしば経験される。非免疫学的機序により血小

板減少症を生じる原因疾患には、血栓性血小板減少性紫斑病、溶血性尿

毒症症候群、先天性血小板症、血管腫に伴うカサバッハ・メリット症候

群などがある。 

  

抜粋元：http://www.shouman.jp/details/9_13_24.html 
 


